
国の消費税に関する問い合わせ先

●消費税の仕組みについて知りたい
●値札の貼替えは必要か
●税込表示をしなくてもよいと聞いた

●どこに聞けばいいかわからない
●その他消費税に関することは何でも

●事業者が消費税分を値引きする等の
宣伝や広告を行っている
●一般的な価格の表示方法について知
りたい

●消費税分の値上げができない
●消費税分を値上げすると取引しない
と言われた

●転嫁カルテル・表示カルテルの届出
について知りたい

●便乗値上げではないか

最寄りの税務署

「○○税務署」で 検索
・一般的な相談→電話相談センター（自動音声案内「１」）
・個別の相談→各税務署（自動音声案内「２」）

公正取引委員会事務総局九州事務所

092-431-5882
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消費税価格転嫁等総合相談センター
0570-200-123

消費税価格転嫁等総合相談センター
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※各省相談窓口一覧； http：//www.cao.go.jp/tenkataisaku/madoguchi.html

事業を所轄する省庁の相談窓口
九州経済産業局消費税転嫁対策室 092-482-5590
そのほかは内閣府のHP「各省相談窓口一覧」を参照（※）
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消費者庁表示対策課 03-3507-8800消費者庁表示対策課 03-3507-8800

消費者庁消費生活情報課 03-3507-9196


